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定時株主総会
招 集 ご 通 知

第81回

事前に書面またはインターネットにより
2023年３月23日（木曜日）
午後５時15分まで
に議決権をご行使くださいますようお願い
申しあげます。

議決権行使期限

証券コード：6938

2023年３月24日（金曜日）午前10時
（受付開始：午前９時）

東京都港区高輪３丁目13番１号
グランドプリンスホテル高輪　２階「桜花」

（末尾の「株主総会会場のご案内図」をご参照ください。）

2022年４月１日～2022年12月31日

新型コロナウイルス感染症の拡⼤防⽌
のため、本株主総会当日のご来場につ
きましては、開催日時点の感染状況や
ご⾃⾝の体調をご勘案のうえ、ご検討
いただきますようお願い申しあげます。

また、ご来場株主様へのお土産は、本
年より廃⽌いたします。

　第１号議案  取締役（監査等委員である取締役
を除く。）５名選任の件

　第２号議案  監査等委員である取締役３名選任
の件

　第３号議案  退任取締役に対し退職慰労金贈呈
の件

【電子提供版】
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証券コード：6938
（電子提供措置の開始日）2023年３月２日

（発信日）2023年３月３日
株 主 各 位

長野県佐久市長土呂800番地38

双 信 電 機 株 式 会 社
代表取締役社長 杉 山 雅 彦

第81回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第81回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第81回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しておりますので、以
下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト
https://www.soshin.co.jp/ir/meeting.php

また、上記のほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下
の東証ウェブサイトにアクセスし、銘柄名（会社名）または証券コードを入力、検索し、「基本
情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して「ＱＲコード®」を読み取り、議決権行使サイトに接続することもできます。
（ＱＲコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。）

なお、当日ご出席いただけない場合は、書面またはインターネットにより議決権を行使するこ
とができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、３頁の「議決権行使
方法についてのご案内」に記載の方法により、2023年３月23日（木曜日）午後５時15分まで
に議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬具



― 2 ―

記

１．日 時 2023年３月24日（金曜日）午前10時（受付開始 午前９時）
（開催日が前回定時株主総会日（2022年６月24日）に応当する日と離れて
おりますのは、第81期より当社の事業年度の末日を３月31日から12月31
日に変更したためです。）

２．場 所 東京都港区高輪３丁目13番１号
グランドプリンスホテル高輪 ２階 「桜花」
（末尾の「株主総会会場のご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第81期（2022年４月１日から2022年12月31日まで）事業報告、連

結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監
査結果報告の件

２．第81期（2022年４月１日から2022年12月31日まで）計算書類報告
の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

４．議決権行使についてのご案内
３頁に記載の「議決権行使方法についてのご案内」をご参照ください。

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い
申しあげます。
◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、下記①～④の書類につきましては、法令および当社の定
款第15条の規定に基づき、１頁に記載の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトに掲載しております
ので、書面交付請求された株主様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、監査等委員会
および会計監査人が監査した連結計算書類および計算書類には、書面交付請求された株主様に対して交
付する書面に記載の各書類のほか、下記①～④の書類も含まれております。
①連結株主資本等変動計算書
②連結注記表
③株主資本等変動計算書
④個別注記表
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、１頁に記載の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトに修
正内容を掲載させていただきます。
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株主総会開催日時

行 使 期 限

行 使 期 限

議決権行使方法についてのご案内

……………………………………………………………………………………………………………………………………
1. 株主総会へのご出席

2023年３月24日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

同封の議決権行使書用紙をそのまま会場受付へご提出ください。
……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. 書面による議決権行使
2023年３月23日（木曜日）
午後５時15分到着分まで

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限ま
でに到着するようご返送ください。
※議決権行使書において、各議案につき賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示が
あったものとして取り扱わせていただきます。

……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. インターネットによる議決権行使

2023年３月23日（木曜日）
午後５時15分入力完了分まで

当社指定の議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、議案に対する賛否を
ご入力ください。

議決権行使ウェブサイト https://www.web54.net
※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「ＱＲコード®」を
読み取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。
（ＱＲコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。）

……………………………………………………………………………………………………………………………………

議決権電子行使
プラットフォーム
のご利用について

機関投資家の皆様につきましては、株式会社ICJが運営する議決
権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合
に限り、本総会における議決権行使方法として、当該プラット
フォームをご利用いただけます。
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【インターネットによる議決権行使のご案内】
１．インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使ウェブサイトをご利用いた
だくことによってのみ可能です。なお、携帯電話を用いたインターネットでもご利用いただ
くことが可能です。

２．インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権
行使コードおよびパスワードをご利用のうえ、画面の案内にしたがって議案の賛否をご登録
ください。

３．インターネットによる議決権行使は、2023年３月23日（木曜日）午後５時15分入力完了
分まで受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使されるようお願い
いたします。

４．書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるも
のを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

５．インターネットによって複数回数議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な
議決権行使として取り扱わせていただきます。

６．議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金および通信事業者へ
の通信料金（電話料金等）は株主様のご負担となります。

【パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ】

インターネットによる議決権行使に関してご不明な点につきましては、以下にお問い合わせく
ださいますよう、お願い申しあげます。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル 0120-652-031(午前９時～午後９時)

【その他のご照会】

証券会社に口座をお持ちの株主様 お取引の証券会社あてにお問い合わせください。
証券会社に口座のない株主様 三井住友信託銀行 証券代行部
（特別口座をお持ちの株主様） 0120-782-031(平日午前９時～午後５時)
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株主総会参考書類

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
本総会終結の時をもって、現任の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案

において同じです。）８名全員は任期満了となります。つきましては、取締役および執行役員体
制の一体的な見直しを踏まえ、取締役構成数を減員し、取締役５名の選任をお願いするもので
す。
なお、本議案につきまして、監査等委員会より指摘すべき事項はない旨の報告を受けておりま

す。
候補者は次のとおりです。

候補者
番 号

ふ り が な
氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位および担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
株 式 の 数

１ 杉
すぎ

山
やま

雅
まさ

彦
ひこ

(1957年12月24日生)
再任

1981年４月 京都セラミック株式会社（現京セラ株式
会社）入社

1989年４月 日本碍子株式会社入社
2005年７月 同社研究開発本部商品開発センター

UNプロジェクトマネージャー
2008年４月 当社技術本部長
2012年６月 当社取締役
2018年６月 当社常務取締役
2020年６月 当社代表取締役専務
2022年４月 当社パワーエレクトロニクス事業本部所管

（現任）
2022年６月 当社代表取締役社長（現任）
2022年８月 当社品質保証部所管（現任）
2022年10月 当社ものづくり革新本部所管（現任）

8,349株

取締役候補者とした理由
杉山雅彦氏は、主に技術、開発部門を経て2012年に当社取締役、2020年に当社代表取締役専
務に就任し、2022年より当社代表取締役社長として「ノイズの無い世界を作る」を当社グルー
プの存在目的として掲げ、陣頭指揮を執ってまいりました。技術、開発部門だけでなく品質保証
やものづくりにおいても豊富な経験と高い知見を有しており、今後も取締役として当社グループ
全体の監督を適切に遂行できる人材と判断いたしました。



― 6 ―

候補者
番 号

ふ り が な
氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位および担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
株 式 の 数

２ 中
なか

西
にし

港
こう

二
じ

(1967年４月25日生)
再任

1991年４月 日本碍子株式会社入社
2005年12月 NGK CERAMICS POLSKA SP.ZO.O.出向
2010年４月 日本碍子株式会社財務部資金グループマネ

ージャー
2015年１月 当社経営推進本部経営企画室長
2015年１月 当社経営推進本部経理部長
2018年４月 当社経営推進本部長（現任）
2019年４月 当社経営推進本部経営企画部長（現任）
2022年４月 当社業務監査室長（現任）
2022年６月 当社取締役（現任）

1,000株

取締役候補者とした理由
中西港二氏は、日本碍子株式会社の財務部門を経て、2018年に当社経営推進本部長、2022年
に当社取締役に就任しております。日本碍子株式会社の財務部門および当社グループの管理部門
における豊富な経験と高い知見を有しており、今後も取締役として当社グループ全体の監督を適
切に遂行できる人材と判断いたしました。

３ 陳
チン

怡
イー

光
コウ

(1971年12月28日生)
再任

2002年12月 DUPONT TAIWAN LIMITED入社
2012年９月 同社協理
2019年５月 WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

国際業務事業部協理
2020年５月 釜屋電機株式会社代表取締役社長（現任）
2020年５月 日通工エレクトロニクス株式会社

代表取締役会長（現任）
2021年６月 当社取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
釜屋電機株式会社代表取締役社長
日通工エレクトロニクス株式会社代表取締役会長

0株

取締役候補者とした理由
陳怡光氏は、長年にわたる電子材料等に関する研究に伴う幅広い知見や、海外材料メーカー勤務
時における豊富な営業経験を当社取締役会の機能、運営強化に活かすことが期待できるため、今
後も取締役として適切に経営の監督を遂行できる人材と判断いたしました。
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候補者
番 号

ふ り が な
氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位および担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
株 式 の 数

４
焦
チャオ

佑
ユー

衡
ヘン

(1961年10月２日生)
新任

1986年４月 大和証券株式会社入社
1992年５月 WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

入社
2013年６月 同社董事長（現任）
2015年11月 WALSIN ELECTRONICS (S) PTE. LTD.

董事（現任）
2020年３月 日通工エレクトロニクス株式会社取締役

（現任）
2020年３月 釜屋電機株式会社取締役（現任）
2020年６月 GLOBAL BRANDS MANUFACTURE

LTD. 董事長（現任）
2020年６月 HANNSTAR BOARD CORPORATION

董事長（現任）
2020年６月 PROSPERITY DIELECTRICS CO., LTD.

董事長（現任）
2020年８月 SILITECH TECHNOLOGY CORPORATION

董事長（現任）
2021年７月 INFO-TEK CORPORATION董事長

（現任）
2022年６月 WALTON ADVANCED ENGINEERING

INC. 董事長（現任）
2022年９月 CAREER TECHNOLOGY (MFG.) CO.,

LTD. 董事長（現任）
（重要な兼職の状況）
WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION董事長
WALSIN ELECTRONICS (S) PTE. LTD. 董事
日通工エレクトロニクス株式会社取締役
釜屋電機株式会社取締役
GLOBAL BRANDS MANUFACTURE LTD. 董事長
HANNSTAR BOARD CORPORATION董事長
PROSPERITY DIELECTRICS CO., LTD. 董事長
SILITECH TECHNOLOGY CORPORATION董事長
INFO-TEK CORPORATION董事長
WALTON ADVANCED ENGINEERING INC. 董事長
CAREER TECHNOLOGY (MFG.) CO., LTD. 董事長

０株

取締役候補者とした理由
焦佑衡氏は、様々な会社の役員を兼任しており、電子部品関連のマーケティング、研究開発など
に関する豊富な経験と知見や、経営者として長年事業を牽引した実績を当社取締役会の機能、運
営強化に活かすことが期待できるため、取締役として当社グループ全体の監督を適切に遂行でき
る人材と判断いたしました。
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候補者
番 号

ふ り が な
氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位および担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
株 式 の 数

５ 木
きの

下
した

嘉
よし

隆
たか

(1958年１月８日生)
再任 社外 独立役員

1982年４月 株式会社日立製作所入社
2011年６月 エルピーダメモリ株式会社（現マイクロン

メモリジャパン株式会社）取締役
2013年７月 同社代表取締役社長
2014年11月 マイクロンジャパン株式会社

代表取締役社長
2020年11月 ヌヴォトンテクノロジージャパン株式会社

取締役（現任）
2020年11月 ヌヴォトンテクノロジーホールディングス

ジャパン株式会社社長（現任）
2021年２月 Nuvoton Technology Corp.

Deputy CEO（現任）
2021年５月 タワー パートナーズ セミコンダクター

株式会社社外取締役（現任）
2021年11月 芯唐電子科技（深圳）有限公司取締役
2021年12月 Nuvoton Technology Singapore Pte.

Ltd. 取締役（現任）
2022年６月 当社取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
ヌヴォトンテクノロジージャパン株式会社取締役
ヌヴォトンテクノロジーホールディングスジャパン株式
会社社長
Nuvoton Technology Corp. Deputy CEO
Nuvoton Technology Singapore Pte. Ltd. 取締役
タワー パートナーズ セミコンダクター株式会社社外取
締役

0株

社外取締役候補者とした理由および期待される役割
木下嘉隆氏は、長年にわたる半導体業界等の電子部品に関する豊富な経験と知見や、経営者とし
て事業を牽引した実績を当社取締役会の監督機能に活かすことが期待できるため、今後も社外取
締役として適切に経営の監督を遂行できる人材と判断いたしました。
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（注） １．陳怡光氏および焦佑衡氏の当社親会社であるWALSIN TECHNOLOGY CORPORATIONおよび同
社の子会社における過去10年間の業務執行者としての地位および担当は、「略歴、当社における地
位および担当（重要な兼職の状況）」に記載のとおりです。他の候補者と当社との間には、特別な
利害関係はありません。

２．木下嘉隆氏は、社外取締役候補者です。
３．木下嘉隆氏が社外取締役に就任してからの期間は、本総会終結の時をもって９か月になります。
４．当社は、木下嘉隆氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

同氏が社外取締役に再任され就任した場合には、引き続き同取引所に独立役員として届け出る予定
です。

５．当社は木下嘉隆氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償
責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としてお
ります。同氏が社外取締役に再任され就任した場合には、当該契約を継続する予定です。

６．当社は、取締役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が
会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされた
ことにより、被保険者が被る法律上の損害賠償金や争訟費用を当該保険契約により補填することと
しております。ただし、故意または重過失に起因する損害賠償請求は当該保険契約により補填され
ません。各候補者が取締役に選任され就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められるこ
とになります。なお、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
本総会終結の時をもって、現任の監査等委員である取締役４名全員は任期満了となります。つ

きましては、当社の取締役会体制の見直しを勘案し、引き続き監査の実効性を確保できると判断
したため、監査等委員である取締役構成数を減員し、監査等委員である取締役３名の選任をお願
いするものです。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
候補者は次のとおりです。

候補者
番 号

ふ り が な
氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位および担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
株 式 の 数

１
川
かわ

澄
すみ

晴
はる

雄
お

(1957年５月３日生)
再任 社外 独立役員

1981年４月 東芝テック株式会社入社
2012年４月 同社経理部次長
2014年４月 同社リスクマネジメント部長

兼経営監査室長
2015年７月 同社常勤監査役
2020年６月 当社常勤監査役
2021年６月 当社常勤監査等委員である社外取締役

（現任）

０株

社外取締役候補者とした理由および期待される役割
川澄晴雄氏は、企業経営および財務に関する豊富な経験と高い知見を当社の監査・監督体制の強
化に活かすことが期待できるため、今後も監査等委員である社外取締役として適切な人材である
と判断いたしました。
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候補者
番 号

ふ り が な
氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位および担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
株 式 の 数

２ 陳
チン

明
メイ

清
セイ

(1976年12月19日生)
再任

2003年６月 FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION
入社

2010年６月 TAIWAN TOTO CO., LTD. 課長
2011年５月 SUMITOMO CORPORATION TAIWAN., LTD.

襄理
2014年４月 釜屋電機株式会社入社
2016年９月 同社財務経理部部長（現任）
2018年４月 エルナープリンテッドサーキット株式会社

社外取締役（現任）
2021年６月 当社監査等委員である取締役（現任）
2022年６月 松尾電機株式会社社外監査役（現任）
（重要な兼職の状況）
釜屋電機株式会社財務経理部部長
エルナープリンテッドサーキット株式会社社外取締役
松尾電機株式会社社外監査役

0株

取締役候補者とした理由
陳明清氏は、長年の企業財務、経理業務による豊富な経験と知見を当社の監査・監督体制の強
化に活かすことが期待できるため、今後も監査等委員である取締役として適切な人材であると
判断いたしました。

３ 山
やま

﨑
さき

頼
らい

良
ら

(1981年３月２日生)
新任 社外 独立役員

2010年２月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法
人）入所

2013年10月 公認会計士登録
2014年４月 国連世界食糧計画イタリアローマ本部財務

担当官
2018年８月 同機関日本事務所政府連携担当官（現任）

0株

社外取締役候補者とした理由および期待される役割
山﨑頼良氏は、公認会計士としての専門的な知識や豊富な経験を当社の監督・監査体制の強化
に活かすことが期待できるため、監査等委員である社外取締役として適切な人材であると判断
いたしました。
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（注）１．各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
２．川澄晴雄氏および山﨑頼良氏は、監査等委員である社外取締役候補者です。
３．川澄晴雄氏が監査等委員である社外取締役に就任してからの期間は、本総会終結の時をもって１年
９か月になります。

４．山﨑頼良氏は、国連世界食糧計画を2023年３月23日付で退職予定であるため、重要な兼職の状況
には記載しておりません。

５．当社は、川澄晴雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が監
査等委員である社外取締役に再任され就任した場合には、引き続き同取引所に独立役員として届け
出る予定です。

６．山﨑頼良氏が監査等委員である社外取締役に選任され就任した場合には、同氏を東京証券取引所の
定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

７．当社は川澄晴雄氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償
責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としてお
ります。川澄晴雄氏が監査等委員である社外取締役に再任され就任した場合には、当該契約を継続
する予定です。

８．山﨑頼良氏が監査等委員である社外取締役に選任され就任した場合には、当社は同氏との間で会社
法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結する予定です。当該契約に基づく損害賠償責任
の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

９．川澄晴雄氏は、2015年７月から2019年６月まで、東芝テック株式会社の常勤監査役を務めており、
在任中の2017年12月に同社の海外子会社において、2009年頃から2017年までの間、従業員によ
る不正な会計処理が行われていた事案が公表されました。同氏は、日頃から取締役会等において、
法令遵守の観点から営業活動全般について注意喚起を行っておりました。また、当該事案の認識後
は、当該事案の事実関係につき、同社調査委員会から適宜報告を受けるとともに、再発防止策の策
定、実施状況を確認し、適切な指摘を行うなど、監査役としての職責を果たしております。

10．当社は、取締役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が
会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされた
ことにより、被保険者が被る法律上の損害賠償金や争訟費用を当該保険契約により補填することと
しております。ただし、故意または重過失に起因する損害賠償請求は当該保険契約により補填され
ません。各候補者が取締役に選任され就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められるこ
ととなります。なお、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会の終結の時をもって退任される取締役の髙橋弘光氏に対し、在任中の労に報いるため、

退職慰労金を贈呈いたしたく、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任願いた
いと存じます。
なお、当該退職慰労金につきましては、当社取締役会が決定した取締役の報酬等の決定方針に

沿って、当社の定める一定の基準内とするものであり、その内容は相当であると判断しておりま
す。
退任取締役の略歴は、次のとおりです。
ふ り が な 略 歴氏 名

髙
たか

橋
はし

弘
ひろ

光
みつ 2017年６月 当社取締役

2019年６月 当社常務取締役（現任）

以 上
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事 業 報 告
(20222022

年
年
４
12
月
月
１
31
日から
日まで)

当連結会計年度は決算期変更（３月31日から12月31日へ変更）に伴い、９か月決算となっ
ています。そのため前連結会計年度との比較は記載しませんが、2021年４月１日から2021
年12月31日までの期間との比較を「前年同期比」として記載しています。

１．企業集団の現況
（1）当連結会計年度の事業の状況
① 事業の経過および成果
当連結会計年度における国内外経済は、各国のウィズコロナ政策等により回復が継続して
いますが、ロシアのウクライナ侵攻の長期化等による世界的な資源価格上昇やインフレの影
響等により回復速度は鈍化しました。
このような状況のもと、当社グループの主要市場の状況は、パワーエレクトロニクス事業
は工作機械、半導体製造装置市場の拡大とともに堅調に推移しました。一方、情報通信事業
では高速大容量へ対応した新規格Wi-Fiや第５世代移動通信システムなどの市場は引き続き
拡大したものの、リチウムイオン電池市場や車載市場は世界経済の減速による需要低迷や半
導体不足による影響等で落ち込みました。
これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高95億３百万円（前年同期比7.2％増加）、
営業利益４億11百万円（前年同期比55.2％減少）、経常利益５億12百万円（前年同期比
46.6％減少）、親会社株主に帰属する当期純利益35百万円（前年同期比95.9％減少）とな
りました。

セグメント別の業績は以下のとおりです。

〔パワーエレクトロニクス事業〕
当セグメントの売上高は48億17百万円（前年同期比31.3％増加）となりました。
ノイズフィルタは、半導体製造装置向けの増加やロボットニーズの拡大、設備自動化需要
に対する工作機械向けの伸張等により売上高が増加しました。また、電磁波ノイズ測定やフ
ィルムコンデンサも増加し、セグメント全体で売上高は増加しました。
営業利益は、売上高の増加による利益の増加があったものの、原材料やエネルギー価格の
上昇に加え為替の円安影響に伴う輸入品のコスト増などにより営業利益は84百万円（前年
同期比55.2％減少）となりました。
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〔情報通信事業〕
当セグメントの売上高は48億37百万円（前年同期比9.1％減少）となりました。
積層誘電体フィルタは、顧客の一部半導体不足による納期調整があったものの新規格
Wi-Fi向け製品等の需要増加や為替の円安効果により売上高が増加しましたが、厚膜印刷基
板はリチウムイオン電池に搭載されるヒューズ向けが世界経済の減速による需要低迷や半導
体不足による影響等で減少し、セグメント全体で売上高が減少しました。
営業利益は、為替の円安効果による利益の増加があったものの、売上高の減少に加え増産
投資に伴う立ち上げ費用や減価償却費の増加等により２億86百万円（前年同期比60.6％減
少）となりました。

② 設備投資の状況および資金調達の状況
当連結会計年度における設備投資は、厚膜印刷基板の製造設備や積層誘電体フィルタの製
造設備、ノイズフィルタの製造設備を中心に８億５百万円実施しました。
設備投資に係る所要資金につきましては自己資金および借入金でまかなっています。
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△53.69

576.69

2019年度 2020年度 2021年度

2019年度 2020年度 2021年度

2019年度 2020年度 2021年度

2019年度 2020年度 2021年度

売上高（単位：百万円） 営業利益（単位：百万円）

親会社株主に帰属する当期純利益（単位：百万円） 純資産（単位：百万円）
１株当たり当期純利益（円） １株当たり純資産額（円）

8,995

△837

8,916

△438

9,562

87

9,752

625.23

142

9.16

2022年度

2022年度

2022年度

2022年度

12,052 1,239

11,915
1,160

696.76

71.71

9,503
411

35
2.10

11,612

679.08

（2）財産および損益の状況

区 分 2019年度
第 78 期

2020年度
第 79 期

2021年度
第 80 期

2022年度
第 81 期

(当連結会計年度)
売 上 高

（百万円） 8,916 9,562 12,052 9,503
営 業 利 益

（百万円） △438 87 1,239 411
経 常 利 益

（百万円） △434 43 1,314 512
親会社株主に帰属する当期純利益

（百万円） △837 142 1,160 35
１株当たり当期純利益

（円） △53.69 9.16 71.71 2.10
総 資 産

（百万円） 11,422 14,328 15,771 15,605
純 資 産

（百万円） 8,995 9,752 11,915 11,612
１株当たり純資産額

（円） 576.69 625.23 696.76 679.08
自 己 資 本 比 率

（％） 78.8 68.1 75.6 74.4
（注）１．第80期の期首から、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日改正）等を適用

しています。
２．第81期（当連結会計年度）につきましては、事業年度の変更に伴い、2022年４月１日から2022年12月31
日までの９か月間となっています。
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（3）重要な親会社および子会社の状況（2022年12月31日現在）
① 親会社との関係

当社の親会社は、WALSIN TECHNOLOGY CORPORATIONであり、当社株式を同
社の子会社である釜屋電機株式会社が保有する8,233,504株（議決権比率48.17％）を
含め、8,564,304株（議決権比率50.11％）を保有しています。
なお、釜屋電機株式会社は当社のその他の関係会社に該当します。
当社は、役員に親会社グループより取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名、

監査等委員である取締役１名を選任しています。

② 親会社との間の取引に関する事項
該当事項はありません。

③ 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 の
出資比率 主要な事業内容

双信デバイス株式会社 100,000千円 100.0％ 電子部品製造販売

双信パワーテック株式会社 100,000千円 100.0％ 電子部品製造販売

立信電子株式会社 50,000千円 100.0％ 電子部品製造販売

双信エレクトロニクスマレーシア
(SOSHIN ELECTRONICS (M) SDN. BHD.) 16,000千リンギット 100.0％ 電子部品製造販売

双信華科技（深圳）有限公司
(SOSHIN ELECTRONICS (SZ) LIMITED) 7,686千中国元 100.0％ 電 子 部 品 販 売

双信エレクトロニクス・オブ・アメリカ
(SOSHIN ELECTRONICS OF AMERICA INC.) 100千米ドル 100.0％ 電 子 部 品 販 売

双信電子（香港）有限公司
(SOSHIN ELECTRONICS (HK) LIMITED) 18,737千香港ドル 100.0％ 電 子 部 品 販 売
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（4）対処すべき課題
当社グループを取り巻く事業環境は、安全・環境規制の強化、通信・交通インフラ網の拡
充など事業機会は拡大しますが、長年当社グループを支えてきた一部製品は、顧客の設計変
更や安価な競合品の台頭などによって構造的な需要減少に直面しています。また、ロシアの
ウクライナ侵攻長期化や中国情勢変化による世界経済ブロック化、インフレ懸念による景気
減速、感染症や自然災害によるサプライチェーン寸断等が経済活動にも深刻な影響を及ぼす
ことが考えられます。
このような厳しい事業環境ではありますが、当社グループは「収益力の向上」と「持続的
な成長」に向け邁進していきます。

当社グループは、創業以来、コンデンサ、フィルタ、回路部品等を市場へ提供してきまし
た。これらは、各種の電力インフラや産業機器、個人の端末機器に至る広い分野でご利用い
ただいています。その歴史を踏まえ、改めて当社の存在目的を定義しました。

「ノイズの無い世界を作る」

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて世界が変化していくなか、電気エネルギー
の重要性はますます高まり、電気エネルギーの効率的な伝送、利用が求められていきます。
一方で、電気エネルギーの伝送には必ずノイズが伴います。当社の製品やサービスは、この
ノイズを無くすことに利用されています。今後も当社は「ノイズの無い世界を作る」ための
ソリューションを通して、より効率的な電気エネルギー伝送の実現を支え、カーボンニュー
トラルな世界の構築に貢献していきます。
目標の早期達成に向け、前期親会社となったWALSIN TECHNOLOGY CORPORATION
を中心とした企業グループ（以下「PSAグループ」）との連携を加速し、同グループが保有
するグローバルな販売、調達チャネルや低コストの製造技術などのリソースを最大限活用し
ていきます。

〔収益力の向上 現行事業の課題〕
① リードタイム適正化、長納期の解消
当社の一部製品において、原材料不足や新型コロナウイルス感染症拡大によるサプラ

イチェーン分断の影響から、部材の長納期化、入手困難が生じ、お客様に多大なご迷惑
をおかけしています。前期より先行発注による部材確保、代替部品への切替え、生産能
力の増強、生産計画・管理の見直しを進めていて、次期もさらにリードタイムの適正化
を図ることで、お客様のご要求に沿う供給体制を構築していきます。また、今後も予想
される部材不足等に対処するため、適切な部材、製品在庫の仕組みを整備していきま
す。

② 製品収益性の改善
部材・電力費等の高騰、納期遅延解消のための航空便による輸送費増などの影響によ

り、当期の収益性は営業利益率４％台に低迷しました。次期は代替部材によるコスト低
減、納期遅延解消による航空便抑制、生産性の改善を進めます。その上で吸収できない
コスト増分については、お客様と製品価格への転嫁を調整していきます。
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③ 積層誘電体フィルタ事業の拡大
PSAグループとの連携による積層誘電体フィルタ事業の拡大を進めます。販売面で

は、両社製品の相互販売を開始し、さらにPSAグループ販売網を活用した中国・台湾へ
の販売強化を進めています。生産面では、当社設計品をPSAグループの量産ラインで生
産すべく、当期より両社の製造プロセス共通化に関する技術検討を進め、次期中に目処
を得る計画です。少量高機能品は当社ライン、大量中機能品はPSAラインと棲み分ける
ことで、当社設備投資を抑制しながら、事業拡大を図っていきます。

2025年度 営業利益率10%を目指し、以上の課題に取り組んでいきます。

〔持続的な成長 人材育成〕
「ノイズの無い世界を作る」のような長期ビジョンを実現する上で、最も重要な資産

は人材です。当社でも従業員平均年齢が44.9歳に上がり、部門での人材過不足が課題と
なっていますが、会社が持続的に成長するためには、人材の潜在力を活かし育成するこ
とが最重要課題です。このための人事制度見直し、人材教育の拡充、柔軟な人事配置等
の施策を実施し、従業員がやりがいを感じ、主体的に業務に取り組む環境を整備してい
きます。

〔持続的な成長 「ノイズの無い世界」実現に向けて〕
「ノイズの無い世界を作る」に対し当社が貢献できる５つの領域を設定しました。そ

の実現に向け、当社コア技術（高電圧高電流回路、高周波設計、ノイズ測定診断、セラ
ミックプロセス）を進化させると共に、PSAグループとの連携による技術、マーケティ
ング強化を進めていきます。

① 新たなモビリティ社会インフラ
2050年カーボンニュートラル実現に向け、新たなモビリティ（移動手段）が提案、

実用化されます。駆動源は電気エネルギーであり、自動制御が基本となるため、これら
を支える新たな社会インフラが求められます。自動車を例にとりますと、2030年以降、
EV化、自動運転採用が本格的になるに伴い、充電インフラ、車車間・路車間通信ネッ
トワークの整備が必要です。充電インフラに対しては、当社コア技術である高電圧高電
流技術を活用し、低ノイズ化、高効率化を実現します。車車間・路車間通信では、当社
の積層誘電体フィルタならびにPSAグループとの協業による部品・モジュールにより高
効率なネットワークの実現に貢献していきます。
EV車自体に対しても、蓄電池安全性・省電化要求に対応する部品を提供し、EV化の

促進に寄与していきます。
また、自動車以外のモビリティ（鉄道・船舶・空中移動機等）の進化に対しても、当

社の低ノイズ高効率な製品群の採用を提案していきます。

② 高効率な電気エネルギー活用
カーボンニュートラル実現に向け、発電や蓄電方法に注目が集まっていますが、作ら

れた電気エネルギーをいかに効率的に送り、使用するかも重要な課題となります。この
解決に向け、今後、直流送電や高周波利用による電圧変換等、損失を低減する新たな技
術の利用が予想されます。これらの新技術実用化に向け、当社は高電圧高電流技術、ノ
イズ測定診断技術による低ノイズ高効率な製品群を提供し、実現を促進していきます。
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③ 世界をつなぐ通信網
カーボンニュートラルを実現する上で、デジタル技術を用いた、さまざまなサービス

の社会実装が求められます。そのためには通信インフラやデジタルインフラの整備によ
り、世界がいつでもどこでも「つながる」状態にすることが必要です。当社は基地局小
型化や小型衛星通信網の構築を通して、低ノイズ高効率な通信を実現する製品群を、
PSAグループと共同して開発していきます。

④ 産業への高周波エネルギー応用
現在の半導体製造プロセスにて主流である高周波成膜プロセスでは、今後さらに高精

度化が要求されます。また、一般的な化学反応プロセスにおいても、カーボンニュート
ラル実現に向け、石油石炭燃焼に依存しない、より低温化が可能な高周波を応用したプ
ロセスのニーズが予想されます。実現には高精度な高周波電源技術が必要です。この分
野は高電圧と高周波を組合わせた新しい領域ですが、当社のコア技術を活用し、社会の
ニーズに応えていきます。

⑤ デジタルツインに向けた取り組み
今後、現実の事象を仮想空間上に再現し、さまざまな分析を行うデジタルツインが発

達すると予測されます。例えば、当社が扱う各種産業機器のノイズ測定診断でも、これ
までの現地現物による診断から仮想空間上での診断への進化が求められます。当社で
も、これまで培ったノイズ測定診断技術をベースに、新たなデジタル技術を用いた診断
技術を構築します。デジタル技術を用いることで、これまでアクセスができていなかっ
た世界中のお客様へ「ノイズを無くす」ための解決手段を提供していきます。

（5）主要な事業内容（2022年12月31日現在）
当社グループは主として電子部品の製造販売を行っており、主な製品は次のとおりです。
区 分 主 要 品 目

パワーエレクトロニクス事業 ノイズフィルタ、プラスチックフィルムコンデンサ

情 報 通 信 事 業 積層誘電体フィルタ、カプラ、厚膜印刷基板、LCフィルタ、
マイカコンデンサ、実装製品

（6）主要な営業所および工場（2022年12月31日現在）
① 当社の主要な営業所および工場
事 業 所 名 所 在 地 事 業 所 名 所 在 地

本 社 東 京 都 港 区 大 阪 営 業 所 大 阪 府 大 阪 市
浅 間 工 場 長 野 県 佐 久 市 名 古 屋 営 業 所 愛 知 県 名 古 屋 市
千 曲 工 場 〃 九 州 営 業 所 福 岡 県 北 九 州 市
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② 重要な子会社の事業所
会 社 名 所 在 地

双信デバイス株式会社 宮崎県宮崎市
双信パワーテック株式会社 宮崎県都城市
立信電子株式会社 長野県小諸市
双信エレクトロニクスマレーシア
(SOSHIN ELECTRONICS (M) SDN. BHD.) マレーシア マラッカ州

双信華科技（深圳）有限公司
(SOSHIN ELECTRONICS (SZ) LIMITED) 中国 深圳市

双信エレクトロニクス・オブ・アメリカ
(SOSHIN ELECTRONICS OF AMERICA INC.) 米国 カリフォルニア州

双信電子（香港）有限公司
(SOSHIN ELECTRONICS (HK) LIMITED) 中国 香港湾仔

（7）使用人の状況（2022年12月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況
使 用 人 数 前 期 末 比 増 減

832名 65名増
（注）上記使用人数には、受入出向者を含み、出向者および臨時雇用者を含んでいません。

② 当社の使用人の状況
使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

399名 ５名増 44.9歳 20.3年
（注）上記使用人数には、受入出向者を含み、出向者および臨時雇用者を含んでいません。

（8）主要な借入先および借入額（2022年12月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株式会社三菱UFJ銀行 350,000千円
株式会社八十二銀行 144,538千円
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２．会社の現況
（1）株式の状況（2022年12月31日現在）
① 発行可能株式総数 34,000,000株
② 発行済株式の総数 17,102,504株（自己株式1,569株を含む）
③ 株主数 6,843名
④ 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

釜屋電機株式会社 8,233千株 48.1％

日本碍子株式会社 786千株 4.6％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 733千株 4.3％

日本生命保険相互会社 453千株 2.7％

YUANTA SECURITIES CO., LTD-RETAIL ACCOUNT 167千株 1.0％

双信電機社員持株会 165千株 1.0％

PHILLIP SECURITIES（HONG KONG）LIMITED 163千株 1.0％

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 132千株 0.8％

松浦行子 110千株 0.6％

GMOクリック証券株式会社 80千株 0.5％

（注）１．持株比率は、自己株式（1,569株）を控除して計算しています。
２．「YUANTA SECURITIES CO., LTD-RETAIL ACCOUNT」および「PHILLIP SECURITIES（HONG
KONG） LIMITED」 の 実 質 保 有 者 は、 当 社 の 親 会 社 で あ る WALSIN TECHNOLOGY
CORPORATIONです。
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（2）会社役員の状況
① 取締役の状況（2022年12月31日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 杉 山 雅 彦
パワーエレクトロニクス事業本部所管
ものづくり革新本部所管
品質保証部所管

常 務 取 締 役 髙 橋 弘 光
常 務 取 締 役 牧 野 善 樹 情報通信事業本部所管

取 締 役 中 西 港 二
経営推進本部長
経営推進本部経営企画部長
業務監査室長

取 締 役 水 谷 靖 彦 情報通信事業本部長
情報通信事業本部製造管理部長

取 締 役 張 瑞 宗

WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION研発事業部
執行副総兼研発長
釜屋電機株式会社代表取締役会長
日通工エレクトロニクス株式会社取締役
エルナープリンテッドサーキット株式会社社外取締役
松尾電機株式会社社外取締役

取 締 役 陳 怡 光 釜屋電機株式会社代表取締役社長
日通工エレクトロニクス株式会社代表取締役会長

取 締 役 木 下 嘉 隆

ヌヴォトンテクノロジージャパン株式会社取締役
ヌヴォトンテクノロジーホールディングスジャパン株式
会社社長
Nuvoton Technology Corp. Deputy CEO
Nuvoton Technology Singapore Pte. Ltd. 取締役
タワー パートナーズ セミコンダクター株式会社社外取
締役

取締役（常勤監査等委員） 川 澄 晴 雄
取締役（監査等委員） 小 林 茂 雄 公益財団法人みずほ育英会理事

取締役（監査等委員） 鈴 木 欽 哉 公認会計士
リズム株式会社社外取締役

取締役（監査等委員） 陳 明 清
釜屋電機株式会社財務経理部部長
エルナープリンテッドサーキット株式会社社外取締役
松尾電機株式会社社外監査役

（注）１．取締役 木下嘉隆氏、川澄晴雄氏、小林茂雄氏および鈴木欽哉氏は社外取締役であり、当社は東京
証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。

２．当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）から
の情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査部門と監査等委員会との十分
な連携を可能にするため、川澄晴雄氏を常勤の監査等委員として選定しています。
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３．監査等委員 川澄晴雄氏は、財務に関する業務に従事した経験を有しており、財務および会計に関
する相当程度の知見を有しています。

４．監査等委員 鈴木欽哉氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する専門的知見
を有しています。

５．監査等委員 陳明清氏は、財務に関する業務に従事しており、財務および会計に関する相当程度の
知見を有しています。

② 責任限定契約の内容の概要
当社は、全ての社外取締役と会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第

１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限

度額としています。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、全ての取締役と会社法第430条の３第１項に基づき、役員等賠償責任保険契

約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に
起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る法律
上の損害賠償金や争訟費用を当該保険契約により補填することとしています。
ただし、故意または重過失に起因する損害賠償請求は当該保険契約により補填されま

せん。

④ 取締役の報酬等の総額
イ．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
に関する事項
当社は、取締役会が決議した「役員報酬内規」を取締役の個人別報酬の決定方針とし

ています。その中で、当社の報酬は会社の持続的な成長、企業価値向上のためのインセ
ンティブとなる報酬体系とし、個々の報酬は各職責に応じた適正な水準とする方針を規
定しています。その方針を踏まえ、役員別の報酬構成に基づき、報酬の種類別の基準、
割合を勘案し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬を決定しています。
取締役会は社外役員の外的な視点からの意見を取り込み、「役員報酬内規」と照らし合
わせ十分な検討を行った上で、当該方針に沿うものであると判断しました。
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ロ．監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査等委員である取締役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から

固定報酬のみで構成され、各監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員である取
締役の協議によって決定しています。

ハ．取締役の報酬についての株主総会の決議に関する事項
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2021年６月18日開催

の第79回定時株主総会において年額２億円（内、社外取締役分は年額３千万円）以内
（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいています。当該定時株主総会終結
時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は８名（内、社外取締役３名）
です。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2021年６月18日開催の第79回定時株主

総会において年額５千万円以内と決議いただいています。当該定時株主総会終結時点の
監査等委員である取締役の員数は４名です。

ニ．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容の決定に係る委
任に関する事項
当社においては、取締役会の決議に基づき代表取締役社長杉山雅彦に個人別の固定報

酬、業績連動報酬および役員退職慰労金の配分ならびに金額の決定を委任しています。
委任の理由は、当社全体の業況を俯瞰し各取締役の担当事業に対する評価を行うには代
表取締役社長が最も適しているためです。



― 24 ―

ホ．当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 支給人員
報酬等の種類別の総額

報酬等の総額
基本報酬 業績連動報酬等 退職慰労金

取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。） 10名 65,790千円 3,720千円 7,470千円 76,980千円

（内、 社 外 取 締 役） （２名） （3,600千円） （－） （－） （3,600千円）
取締役（監査等委員） ４名 11,835千円 － － 11,835千円
（内、 社 外 取 締 役） （３名） （11,700千円） （－） （－） （11,700千円）
（注）１．上記には、2022年６月24日開催の第80回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役１名お

よび社外取締役１名を含んでいます。
２．業績連動報酬等は、当事業年度に計上した役員賞与引当金の繰入額を記載しています。
３．退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金の繰入額を記載しています。

ヘ．業績連動報酬等に関する事項
当社の業績連動報酬は、事業年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、本
業で得られた利益である営業利益を主な算定の指標としています。算定方法は営業利益
を基準として親会社株主に帰属する当期純利益、個々の貢献度も考慮し決定していま
す。なお、業績連動報酬は固定報酬の25％を超えない額とし、年１回６月に現金で支
給することとしています。
当事業年度を含む営業利益および親会社株主に帰属する当期純利益の推移は１．（2）
財産および損益の状況に記載のとおりです。

ト．当事業年度に支払った役員退職慰労金
2022年６月24日開催の第80回定時株主総会決議に基づき、同総会の終結の時をも
って退任した取締役に対し支払った役員退職慰労金は、以下のとおりです。
・取締役１名に対し 31,860千円
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⑤ 社外役員に関する事項
イ．重要な兼職先と当社との関係

区 分 氏 名 兼 職 状 況 当 該 他 の 法 人 等 と の 関 係

取 締 役 木下 嘉隆

ヌヴォトンテクノロジージャパン株式会
社取締役

ヌヴォトンテクノロジージャパン株式
会社と当社の間には、特別な利害関係
はありません。

ヌヴォトンテクノロジーホールディング
スジャパン株式会社社長

ヌヴォトンテクノロジーホールディン
グスジャパン株式会社と当社の間に
は、特別な利害関係はありません。

Nuvoton Technology Corp. Deputy
CEO

Nuvoton Technology Corp. と当社
の間には、特別な利害関係はありませ
ん。

Nuvoton Technology Singapore Pte.
Ltd. 取締役

Nuvoton Technology Singapore
Pte. Ltd.と当社の間には、特別な利害
関係はありません。

タワー パートナーズ セミコンダクター
株式会社社外取締役

タワー パートナーズ セミコンダクタ
ー株式会社と当社の間には、特別な利
害関係はありません。

取 締 役
（監査等委員） 小林 茂雄 公益財団法人みずほ育英会理事 公益財団法人みずほ育英会と当社の間

には、特別な利害関係はありません。
取 締 役

（監査等委員） 鈴木 欽哉 リズム株式会社社外取締役 リズム株式会社と当社の間には、特別
な利害関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況および社外取締役が果たすことが期待される役割に
関して行った職務の概要

区 分 氏 名 主な活動状況および期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 木下 嘉隆
就任後に開催された取締役会10回中９回に出席し、主に企業経営者としての豊
富な経験、幅広い知見から、意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言
を適宜行っており、経営の監督や取締役会の機能を強化する役割を果たしてい
ます。

取 締 役
（常勤監査等委員） 川澄 晴雄

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席し、主に企業経営および財
務に関する豊富な経験と高い知見から、意思決定の妥当性、適正性を確保する
ための助言、提言を行っています。また、当事業年度に開催された監査等委員
会11回の全てに出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っており、監査・監
督機能を強化する役割を果たしています。
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区 分 氏 名 主な活動状況および期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役
（監査等委員） 小林 茂雄

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席し、主に企業経営者として
の豊富な経験、幅広い知見から、意思決定の妥当性、適正性を確保するための
助言、提言を行っています。また、当事業年度に開催された監査等委員会11回
の全てに出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っており、監査・監督機能
を強化する役割を果たしています。

取 締 役
（監査等委員） 鈴木 欽哉

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席し、主に公認会計士として
の専門的見地から、意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言、提言を
行っています。また、当事業年度に開催された監査等委員会11回の全てに出席
し、議案審議等に必要な発言を適宜行っており、監査・監督機能を強化する役
割を果たしています。

（3）会計監査人の状況
① 会計監査人の名称 有限責任監査法人トーマツ
② 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

支 払 額
１．当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 38,000千円
２．当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その
他の財産上の利益の合計額 38,000千円

（注）１．当社監査等委員会は会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算
出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等につい
て同意の判断をしました。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、１．の金額にはこれら
の合計額を記載しています。

３．当社の重要な海外子会社は、当社の会計監査人以外の者（外国における公認会計士または監査法人
に相当する資格を有する者）の監査（会社法または金融商品取引法に相当する外国の法令の規定に
よるものに限る）を受けています。

③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定めるい

ずれかの事由に該当した場合、監査等委員会は監査等委員全員の同意により会計監査人を
解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される
株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案し

て、監査等委員会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役
会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案します。
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（4）業務の適正を確保するための体制
当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、取締役および使用人の職
務執行の法令、定款への適合および当社および当社子会社から成る企業集団の業務の適正を
確保するための体制を構築し、運用する。

１．当社および当社子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合する
ことを確保するための体制

（１）当社は、当社および当社子会社の取締役および使用人が遵守すべき法令、社内規程、
企業倫理に関する行動指針を定めた「双信電機グループ企業行動指針」を策定し、取締
役および使用人に配布し教育することにより周知徹底を図る。

（２）当社は社会的責任を果たすための活動を統括する組織としてCSR全社委員会を設置す
る。さらにその実務推進の傘下組織としてコンプライアンス委員会を設置し、「コンプ
ライアンス委員会規程」に基づき当社および当社子会社で法令、社内規程、企業倫理遵
守の強化、徹底を図る。

（３）法令および企業倫理の遵守を確実なものとするために、当社および当社子会社の取締
役および使用人が「双信電機グループ企業行動指針」に反する行為や予兆に接した場合
には所属長、関係部門長、人事部門、総務部門および業務監査部門に相談、報告する。
さらに顧問弁護士に相談、通報するヘルプライン制度を設ける。なお、相談者には不利
益な処遇が生じないよう保護を図る。

２．当社取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
（１）当社は法令、社内規程（文書管理規程）に基づき文書の保存、管理を行い、取締役は

これらの情報を常時閲覧できる。
（２）情報管理については「情報セキュリティ基本方針」に基づき定めた社内規程（情報セ

キュリティ規程）にて対応する。

３．当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（１）経営戦略遂行に関するリスクについては、関係職制において日々のリスク管理を行う

とともに、予算策定プロセスと職務権限規程に基づいた設備投資、研究開発投資の決裁
手続きにおいて、総合的に検討、分析を行い、リスクを回避、予防する。

（２）法令、倫理、事件、事故、災害、品質、環境に関するリスクについては、発生を未然
に防止するための全社統括組織としてCSR全社委員会を設置し、その傘下組織に危機管
理委員会、コンプライアンス委員会、環境委員会、輸出管理委員会、全社安全衛生委員
会、品質委員会を設ける。
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（３）コンプライアンス委員会は、当社および当社子会社の取締役および使用人が遵守すべ
き事項を定めた「双信電機グループ企業行動指針」に基づき、法令、社内規程、企業倫
理等のコンプライアンス全般に関する事項について社内への周知徹底とそのリスク発生
を未然に防止するための業務を行う。
さらに環境保全、安全保障輸出管理、労働災害および品質管理の事案については、専

門組織としての環境委員会、輸出管理委員会、全社安全衛生委員会および品質委員会が
それぞれの社内規程に基づきリスクの未然防止のための業務を行う。

（４）リスクが発生し、経営に重大な影響を及ぼすと予想される場合には、社長が危機管理
委員長および必要なメンバーから成る対策本部もしくは現地対策本部を発足させ、対応
策の検討、決定、実施にあたる。

４．当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための
体制

（１）当社は毎月定例の取締役会、また必要に応じて臨時の取締役会を開催し、重要事項に
関する決議および職務の執行の報告を行う。また、意思決定をよりスピーディーに行う
ために取締役、本部長等が出席する経営会議を毎月２回開催する。

（２）当社および当社子会社の取締役の日々の業務執行については、業務分掌規程において
業務の範囲およびその責任について定め、職務権限規程で決裁プロセスおよび決裁者を
定めることで権限委譲を行い、業務執行の効率化を図る。

５．当社およびその親会社ならびに当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保
するための体制

（１）当社は、親会社であるWALSIN TECHNOLOGY CORPORATIONを中心とした企業
グループが掲げている「CORPORATE PHILOSOPHY」に準じるとともに、当社およ
び当社子会社の取締役および使用人が遵守すべき法令、社内規程、企業倫理に関する行
動指針を定めた「双信電機グループ企業行動指針」を制定する。

（２）当社および当社子会社の取締役および使用人が上記指針に反する行為や予兆に接した
場合には所属長、関係部門長、人事部門、総務部門、業務監査部門に相談、報告する。
さらに、ヘルプライン制度を設け顧問弁護士に相談、通報することができる。

（３）コンプライアンス委員会は上記指針の周知徹底を図る。さらに指針に反する行為、ま
たは予兆が当社グループに重大な影響を及ぼす恐れがある場合の対応にあたる。
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６．当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社子会社の事業運営に関しては、当該子会社の責任者が毎月開催される経営会議に
出席し、重要事項に関する提案および事業状況の報告を行う。

７．監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項
当社は、監査等委員の監査活動を強化するため監査等委員会の職務を補助する監査等
委員会室を設置し、監査等委員会が制定した「監査等委員会監査等基準」の補助使用人
等に関する事項を適切に運用する。

８．前号の取締役および使用人の取締役（当該取締役および監査等委員である取締役を除
く。）からの独立性ならびに当該取締役および使用人に対する監査等委員会の指示の実
効性の確保に関する事項

（１）上記の取締役および使用人または内部監査部門の補助者の人事異動、人事評価、懲戒
処分は、監査等委員会の同意を得て行う。

（２）上記の取締役および使用人または内部監査部門の補助者は、監査等委員会からの指揮
命令に服する。

９．監査等委員会への報告に関する体制
（１）当社および当社子会社の取締役、当社子会社の監査役は職務執行に関する不正行為、

法令、定款に違反する重大な事実、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見
したときは、直ちに当社監査等委員会に報告する。

（２）当社および当社子会社の使用人またはこれらの者は職務執行に関する不正行為、法
令、定款に違反する重大な事実、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見し
たときは、直ちに上司、関連部門の取締役または社内担当部門に報告し、報告を受け
た上司、関連部門の取締役または社内担当部門は、直ちに当社監査等委員会に報告す
る。

（３）ヘルプライン制度等を通して相談、報告された事案はコンプライアンス委員会事務局
より当社監査等委員会に報告する。

（４）当社監査等委員会へ報告を行った通報者に対し、そのことを理由にした不利益な処遇
を与えることを禁止する。
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１０．監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）につい
て生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該の執行について生ずる費用または債
務の処理に係る方針に関する事項ならびに監査等委員会の監査が実効的に行われること
を確保するための体制

（１）当社は、監査等委員である取締役の職務の執行において生ずる費用について、監査等
委員である取締役が策定した予算を設けることとする。また、予算外の費用が生じる
場合も、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、処理する。

（２）監査等委員である取締役は重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するた
め、経営会議、CSR全社委員会とその傘下委員会、業務監査部門による内部監査の報告
会等に出席するとともに、業務執行に関する重要な文書等を閲覧し、必要に応じて取
締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人にその説明を求めることができ
る。

（３）監査等委員である取締役および監査等委員会は、代表取締役、監査法人とそれぞれ定
期的に意見交換会を開催する。

１１．財務報告の信頼性を確保するための体制
（１）当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関連法令に従

い、内部統制報告制度を構築、運用する。
（２）内部統制報告制度の構築にあたり、円滑かつ効果的に運営するために「内部統制報告

制度に関する規程」に基づき、その有効性を定期的、継続的に評価し、是正が必要な
場合には速やかに見直しを図る。

１２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその体制
当社および当社子会社は反社会的勢力等との関係を一切遮断することを基本方針とす

る。また、反社会的勢力等との関係遮断、不当要求等に対する拒絶等について弁護士や
警察等の外部専門機関と連携を図り、情報収集に努めるとともに毅然とした姿勢で組織
的に対応する。また、「双信電機グループ企業行動指針」にも反社会的勢力からの不法、
不当な圧力に対しては毅然とした態度と行動で対応することを明記し周知徹底を図る。
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（5）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
１．コンプライアンス体制
（１）遵守すべき法令や現在の体制、制度に基づき策定した「双信電機グループ企業行動指

針」および「競争法遵守ハンドブック」を、当社および当社子会社の取締役および使用
人に配布し、コンプライアンス意識の周知と法令遵守の強化、徹底を図った。

（２）企業情報の重要性、秘密性を認識し秘密を保持することを目的として、当社の使用人
とは秘密保持に関する誓約書を締結している。

（３）CSR全社委員会を年２回開催し、その傘下組織の１つであるコンプライアンス委員会
を年４回開催した。コンプライアンス委員会では、コンプライアンス活動により抽出さ
れた事案等について審議を行い、個別に適切な対応を行った。

（４）匿名のコンプライアンス意識調査アンケートを実施した（７月：全体コンプライアン
ス調査）。コンプライアンス意識の確認および問題点の調査、分析、解決を行った。コ
ンプライアンス研修会も実施し（８月：品質コンプライアンス教育、12月：情報関連
コンプライアンス教育）、コンプライアンスの意識向上と法令遵守のための教育を行っ
た。

（５）取締役（監査等委員である取締役を含む。）は、上記コンプライアンス活動の実施状
況および実施計画についての報告を受け、法令遵守に対しての監督を行った。

２．リスク管理体制
（１）経営危機に関する情報については、CSR全社委員会の傘下組織の１つである危機管理

委員会が平常時より情報の収集、分析を実施しリスクを判断した。
（２）環境保全、安全保障輸出管理、労働災害および品質管理の事案については、専門組織

としての環境委員会、輸出管理委員会、全社安全衛生委員会および品質委員会がそれぞ
れのリスクを未然に防止するための活動を行い、その内容はCSR全社委員長が経営会議
で取締役（監査等委員である取締役を含む。）に報告した。

（３）情報のリスク管理については、情報システム部門による情報セキュリティ研修会を実
施し、危機意識の共有と情報漏洩事故防止教育を行った。
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３．職務の執行体制
（１）当期は、取締役会を13回、経営会議を19回開催し、重要事項に関する決議および職

務執行状況の報告を行った。
（２）取締役会で定めた職務権限規程に従って各職制に権限委譲を行い、経営に関する意思

決定の効率化を図った。

４．当社監査等委員の監査体制
（１）当期は、社外取締役である監査等委員３名を含む計４名で構成される監査等委員会を

11回開催した。
（２）監査等委員の職務を補助する監査等委員会室を新設し、監査活動の強化を図った。
（３）監査等委員は取締役会のほか、必要に応じ経営会議、CSR全社委員会およびその傘下

の各委員会、業務監査室による内部監査の報告会に出席するとともに、各事業部門への
往査等を通し業務の執行状況を確認した。

（４）監査等委員は監査の実効性を高めることを目的に業務監査室と情報交換し、監査法人
とも四半期毎の定期会合等を通じて情報交換を行った。

（５）監査等委員は取締役の職務執行状況について調査を実施し、取締役が適正に業務を執
行したことを確認した。

５．財務報告体制
「内部統制報告制度に関する規程」に基づき、その有効性を評価し、財務報告に係る
内部統制の活動状況を経営会議で年１回、内部統制報告書を取締役会で年１回、取締役
（監査等委員である取締役を含む。）に報告した。

（6）剰余金の配当等に関する基本方針
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと位置づけ、着実に利益を確
保し財務体質を強化するとともに、今後の事業展開などを勘案した安定配当を実施するこ
とを基本方針としています。
なお、当社は自然災害や感染症など不測の事態等が原因で、株主総会の開催が困難であ
ると判断される場合においても遅滞なく剰余金の配当を可能とするため、「剰余金の配当
等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除
き、取締役会の決議によって定めることができる」旨を定款に定めています。
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連 結 計 算 書 類
連結貸借対照表（2022年12月31日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） 千円 （負 債 の 部） 千円

流 動 資 産 7,684,059 流 動 負 債 2,836,417
現 金 及 び 預 金 668,785 支 払 手形及び買掛金 722,512
受 取手形及び売掛金 2,981,619 電 子 記 録 債 務 519,782
電 子 記 録 債 権 1,867,606 短 期 借 入 金 494,539
商 品 及 び 製 品 263,289 未 払 金 304,017
仕 掛 品 512,337 未 払 法 人 税 等 26,518
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 1,144,170 賞 与 引 当 金 192,171
そ の 他 251,237 役 員 賞 与 引 当 金 4,470
貸 倒 引 当 金 △4,984 そ の 他 572,408

固 定 資 産 7,921,675 固 定 負 債 1,156,342
有 形 固 定 資 産 3,809,755 退職給付に係る負債 91,855
建 物 及 び 構 築 物 1,346,037 役 員 退職慰労引当金 31,255
機 械装置及び運搬具 1,143,165 繰 延 税 金 負 債 1,033,232
土 地 853,379 負 債 合 計 3,992,759
建 設 仮 勘 定 340,269 （純 資 産 の 部）
そ の 他 126,905 株 主 資 本 11,405,905

無 形 固 定 資 産 62,238 資 本 金 4,256,750
投資その他の資産 4,049,682 資 本 剰 余 金 4,238,426
投 資 有 価 証 券 118,716 利 益 剰 余 金 2,911,708
退職給付に係る資産 3,768,247 自 己 株 式 △979
繰 延 税 金 資 産 37,020 その他の包括利益累計額 207,070
そ の 他 130,188 その他有価証券評価差額金 21,767
貸 倒 引 当 金 △4,489 為 替 換 算 調 整 勘 定 △63,006

退職給付に係る調整累計額 248,309
純 資 産 合 計 11,612,975

資 産 合 計 15,605,734 負 債 ・ 純 資 産 合 計 15,605,734
（注）記載金額は千円未満を四捨五入して表示しています。
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連結損益計算書（2022年４月１日から2022年12月31日まで）
科 目 金 額

千円
売 上 高 9,503,917
売 上 原 価 7,186,308

売 上 総 利 益 2,317,609
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,906,468

営 業 利 益 411,141
営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,134
受 取 配 当 金 2,762
為 替 差 益 76,429
そ の 他 22,617 102,942

営 業 外 費 用
そ の 他 1,231 1,231

経 常 利 益 512,852
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 672 672
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 2,598
弁 護 士 報 酬 等 111,503
和 解 金 124,489 238,590

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 274,934
法人税、住民税及び事 業税 46,055
法 人 税 等 調 整 額 192,932 238,987

当 期 純 利 益 35,947
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 35,947

（注）記載金額は千円未満を四捨五入して表示しています。
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連結株主資本等変動計算書（2022年４月１日から2022年12月31日まで）
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

2022 年 ４月１日 当期首残高 4,256,750 4,238,426 3,020,181 △953 11,514,404

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △153,909 △153,909

親会社株主に帰属する当期純利益 35,947 35,947

自 己 株 式 の 取 得 △26 △26

決算期の変更に伴う子会社剰余金の増加高 9,489 9,489
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

連 結 会計年度中の変動額合計 － － △108,473 △26 △108,499

2022年12月31日 当期末残高 4,256,750 4,238,426 2,911,708 △979 11,405,905

その他の包括利益累計額
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

2022 年４月１日 当期首残高 19,077 △168,093 549,962 400,946 11,915,350

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △153,909

親会社株主に帰属する当期純利益 35,947

自 己 株 式 の 取 得 △26

決算期の変更に伴う子会社剰余金の増加 9,489
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 2,690 105,087 △301,653 △193,876 △193,876

連 結会計年度中の変動額合計 2,690 105,087 △301,653 △193,876 △302,375

2022年12月31日 当期末残高 21,767 △63,006 248,309 207,070 11,612,975

（注）記載金額は千円未満を四捨五入して表示しています。
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連結注記表

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

１．連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数 ７社
会社名：双信デバイス株式会社、双信パワーテック株式会社、立信電子株式会社、

双信エレクトロニクスマレーシア、双信エレクトロニクス・オブ・アメリカ、
双信電子（香港）有限公司、双信華科技（深圳）有限公司

（2）非連結子会社
会社名：双信エレクトロニクスヨーロッパ、台湾双信電機股份有限公司

（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社はいずれも小規模であり、総資産、売上高、当期純利益（持分に見合う額）および利益剰

余金（持分に見合う額）等の連結計算書類に及ぼす影響が軽微であるため連結の範囲から除外していま
す。

２．持分法の適用に関する事項
非連結子会社２社、双信エレクトロニクスヨーロッパおよび台湾双信電機股份有限公司は、当期純利益

（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等の連結計算書類に及ぼす影響が軽微であるた
め、かつ全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しています。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
当連結会計年度より、当社および従来３月決算であった連結子会社の決算日を３月末日から12月末日に

変更し、同時に連結決算日を３月末日から12月末日に変更しています。その結果、当連結会計年度の期間
は、2022年４月１日から2022年12月31日までの９か月間となります。当該変更に伴い、従来決算日が
12月末日であった双信エレクトロニクス・オブ・アメリカおよび双信華科技（深圳）有限公司の決算日が
連結決算日と同一になっていますが、当該連結子会社の2022年１月１日から2022年３月31日までの損
益については、利益剰余金で調整しています。
双信エレクトロニクスマレーシアおよび双信電子（香港）有限公司については決算日を11月末日として

おり、いずれも連結決算日との差異が３か月を超えないため、当該決算期に係る計算書類を基礎として連
結計算書類を作成しています。なお、決算日から連結決算日までの間に生じた重要な取引については、連
結上必要な調整を行うこととしています。
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４．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準および評価方法
有価証券
その他有価証券
市場価格のない
株式等以外のもの

…… 時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により
算定）

市場価格のない
株 式 等

…… 移動平均法による原価法

デリバティブ
原則として時価法

棚卸資産
商品及び製品、仕掛品 …… 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）
原材料及び貯蔵品 …… 主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産 ………… 定額法を採用しています。なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物及び構築物 ２年～50年
機械装置及び運搬具 ２年～８年

無形固定資産 ………… 定額法を採用しています。なお、主な耐用年数は自社利用のソフトウェア
５年です。

（3）重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。
賞与引当金
従業員の賞与の支出に備えるため、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しています。
役員賞与引当金
役員の賞与の支出に備えるため、当連結会計年度末における支給見込額を計上しています。
役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当連結会計年度末における要支給

額を計上しています。
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（4）収益および費用の計上基準
当社グループは「パワーエレクトロニクス事業」および「情報通信事業」の２つを報告セグメントとし

ています。「パワーエレクトロニクス事業」においては、主としてノイズフィルタ、プラスチックフィル
ムコンデンサの製造、販売（製品製造販売）、および電磁波ノイズ測定事業（ノイズテスト）を行ってい
ます。一方の「情報通信事業」においては、主として積層誘電体フィルタ、カプラ、厚膜印刷基板、LCフ
ィルタ、マイカコンデンサ、実装製品の製造、販売（製品製造販売）を行っています。
両事業における製品製造販売は、顧客との契約に基づく製品の仕様を満たした状態で顧客への物品の販
売を行うことを履行義務としており、国内取引は、物品の引き渡しが完了し顧客が当該物品に対する支配
を獲得した時点で履行義務が充足されると判断し、また輸出販売は、インコタームズ等に定められた貿易
条件に基づきリスクの負担が顧客に移転した時点で履行義務が充足されると判断し、それぞれその時点で
収益を認識しています。
一方、ノイズテストは、顧客との契約に基づき顧客の要求するノイズテストを行い、その結果を報告す

ることを履行義務としており、テスト終了後にテスト結果レポート等の成果物を顧客に引き渡した時点で
履行義務が充足されると判断し、その時点で収益を認識しています。
各契約における取引価格については、契約に含まれる履行義務ごとに顧客との合意により確定し、取引

価格の事後的な変動はほとんどありません。また、取引の対価は履行義務を充足してから主として４か月
から５か月で受領しており、重要な金融要素は含んでいません。

（5）退職給付に係る会計処理の方法
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基

づき計上しています。
① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては、給付算定式基準によっています。
② 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理しています。
数理計算上の差異は、主として各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理して
います。
なお、当社においては、年金資産の額が企業年金制度に係る退職給付債務の額を超えているため、退

職給付に係る資産として連結貸借対照表の投資その他の資産に計上しています。

（6）重要な外貨建資産または負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、振当処理を採用しているものを除き、連結決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処理しています。なお、在外連結子会社の資産および負債は、決算日の直
物為替相場により円貨に換算し、収益および費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産
の部における為替換算調整勘定に含めています。
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（7）重要なヘッジ会計の方法
ヘ ッ ジ 会 計 の 方 法 為替予約取引は振当処理によっています。
ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約取引 外貨建金銭債権
ヘ ッ ジ 方 針

為替予約取引 将来予想される外貨建金銭債権回収に係る為替変動リスクを回避する目的
で為替予約取引を行っており、投機的な取引は行っていません。

ヘッジ有効性評価の方法
為替予約取引 為替相場の変動によるキャッシュ・フローの変動を完全に相殺するものと

想定されるため、有効性の評価は省略しています。

会計上の見積りに関する注記
１．固定資産の減損

当社グループは、固定資産の減損の判定にあたって、製品群に基づく管理会計上の区分を独立したキャ
ッシュ・フローを生み出す最小単位とし、グルーピングを行っています。
資産グループに減損の兆候がある場合には将来キャッシュ・フローに基づく減損の判定を行い、減損損

失の計上が必要となる場合には、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失
として計上します。
当連結会計年度末において、減損の兆候が存在している資産グループとその理由は以下のとおりです。

資産グループの将来キャッシュ・フローの見積り方法と見積りにあたって採用した重要な仮定は次のとお
りであり、経済的残存使用年数における将来キャッシュ・フローを見積り減損の要否の判断を行った結
果、減損損失の計上は不要と判断していますが、見積りに用いた仮定が市場環境の悪化等により見直しが
必要になった場合には、減損損失が発生する可能性があります。

パワーエレクトロニクス事業
フィルムコンデンサ事業 （当連結会計年度末の固定資産簿価：424,394千円）
当該固定資産グループは、新製品開発のための費用が先行して発生していることに加え、原材料価

格高騰の影響等を受け、収益性の低下が継続しました。
当該資産グループの減損の認識の判定にあたっては、翌１年間の将来キャッシュ・フローは取締役

会が承認した翌連結会計年度の予算を用いて見積り、２年目以降の将来キャッシュ・フローに関して
は既存事業の以降の成長率等を考慮した上で、特定顧客からの所要量の見込み情報を考慮して見積っ
ています。なお、翌年度および２年目以降の将来キャッシュ・フローの見積りには以下の仮定をおい
ています。
・2023年度：需要は好調に推移し売上高は９ヶ月決算の2022年度を12ヶ月換算した金額比で増

加するものの、原材料価格の高騰やエネルギー価格の上昇が見込まれることにより原
価率が悪化し、損益は９ヶ月決算の2022年度を12ヶ月換算した額と同水準となると
仮定。

・2024年度以降：既存事業は2024年度以降の成長率は０％とし、特定顧客向けの新製品の売上
増加を特定顧客からの所要量見込み等を基に仮定。
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２．繰延税金資産の回収可能性
当社グループは繰延税金資産の回収可能性の判断にあたり、取締役会が承認した翌連結会計年度の予算
に過去の予実乖離率等を勘案しストレスを加味して将来の課税所得（税務上の繰越欠損金控除前）を見積
り、主として向こう１年間の課税所得（税務上の繰越欠損金控除前）の見積り額の範囲内で回収可能と判
断された将来減算一時差異および税務上の繰越欠損金の控除見込額に対して繰延税金資産を計上していま
す。
当該見積りにおいては、主要製品であるノイズフィルタは半導体製造装置市場の先行きに陰りが見える
ものの、工作機械市場は好調であることから増収を見込み、積層誘電体フィルタは新規格Ｗｉ－Ｆｉや５
Ｇの市況が堅調に推移することから当期と同水準の売上高を見込む一方で、厚膜印刷基板はリチウムイオ
ン電池市場の需要低迷が長期化することから減収を見込んでいます。また、原材料価格の高騰やエネルギ
ー価格の上昇が継続する中、販売価格への転嫁を進めていますが、当該原材料価格高騰やエネルギー価格
の上昇の影響は翌年度において更に拡大すると予測されることから、結果として売上高は増加する一方
で、将来の課税所得の見積りに用いる利益は９ヶ月決算の2022年度を12ヶ月換算した額（和解金等の特
別損失の影響を除く）から減少するものと仮定しています。
これらの見積りに用いた仮定が、市場環境の悪化等により見直しが必要になった場合には、翌連結会計
年度において回収が見込まれない繰延税金資産を取り崩す可能性があります。
なお、連結計算書類に計上している繰延税金資産の計上額（繰延税金資産と繰延税金負債の相殺前）
は、155,883千円です。

表示方法の変更に関する注記
従来、連結損益計算書の営業外収益において区分掲記しておりました「助成金収入」は、当連結会計年

度において重要性が乏しくなったため、営業外収益の「その他」に含めて表示しています。

連結貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 11,085,405千円

２. 期末日満期手形等
期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理しています。なお、当連結会

計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が期末残高に含まれています
受取手形 5,735千円
電子記録債権 44,831千円
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連結損益計算書に関する注記
１．弁護士報酬等
弁護士報酬等の内容は次のとおりです。
米国におけるフィルムコンデンサ取引に関する集団民事訴訟については和解が成立しましたが、集団民

事訴訟から離脱した一部企業の個別民事訴訟に対応するための弁護士報酬等です。

２．和解金
和解金の内容は次のとおりです。
2014年11月に米国で提起されたフィルムコンデンサに係わる訴訟は、フィルムコンデンサを購入した

とする原告らの主張の根拠となる事実が存在しないとして訴訟活動を尽くしてきましたが、訴訟の長期化
による費用負担が今後の業績に与える影響などを総合的に勘案した結果、和解により早期に解決すること
が最善の策であると判断し、前連結会計年度までに集団民事訴訟２件と集団民事訴訟から離脱した個別訴
訟２件の和解を行いました。
当連結会計年度の2022年12月に新たに原告４社と和解合意に至ったため124,489千円を和解金として

計上しています。

連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式の種類および総数に関する事項
当連結会計年度の末日における発行済株式の総数
普通株式 17,102,504株

２．配当に関する事項
（1）配当金支払額

決 議 日 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配当額 基 準 日 効力発生日

2022年５月18日
取締役会 普通株式 68,404千円 4円 2022年３月31日 2022年６月27日

2022年10月31日
取締役会 普通株式 85,505千円 5円 2022年９月30日 2022年12月５日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
決 議 日 株 式 の

種 類 配当金の総額 配当の原資 １株当たり
配当額 基 準 日 効力発生日

2023年１月31日
取締役会 普通株式 34,202千円 利益剰余金 2円 2022年12月31日2023年３月６日
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金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定しています。デリバティブは、後述するリ
スクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針です。
受取手形および売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っています。

また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っていま
す。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為

替予約取引であり、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、原則として先物為替予約を利用
してヘッジしています。当社は売上債権の一部について為替予約を行っていますが、為替予約等の振当処
理によるものは、ヘッジ対象とされる受取手形及び売掛金と一体として処理しています。

２．金融商品の時価等に関する事項
2022年12月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額につ
いては、次のとおりです。なお、市場価格のない株式等（非上場株式 連結貸借対照表計上額35,710千
円）は、「その他有価証券」には含めていません。また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形及
び売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金、未払金、未払法人税等は短
期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しています。

連結貸借対照表
計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円）

投資有価証券
その他有価証券 83,006 83,006 －

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の３つの

レベルに分類しています。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した

時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算

定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しています。



― 43 ―

時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産および金融負債

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券 83,006 － － 83,006

（注）時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明

投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時

価をレベル１の時価に分類しています。

収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)
報告セグメント セグメント間の

内部売上高又は
振替高

合計パワーエレクト
ロニクス事業 情報通信事業 計

主たる地域市場
日本 4,445,936 3,179,099 7,625,035 △137,522 7,487,513
北米 21,975 86,100 108,075 － 108,075
アジア 348,040 1,258,992 1,607,032 △13,719 1,593,313
その他 1,998 313,018 315,016 － 315,016
合計 4,817,949 4,837,209 9,655,158 △151,241 9,503,917
主要な財又はサービ
スのライン
フィルタ 3,835,222 2,195,696 6,030,918 △50,115 5,980,803
コンデンサ 685,776 535,422 1,221,198 △101,126 1,120,072
厚膜印刷基板 2,010,251 2,010,251 － 2,010,251
その他 296,951 95,840 392,791 － 392,791
合計 4,817,949 4,837,209 9,655,158 △151,241 9,503,917
(注) 「フィルタ」の区分は、ノイズフィルタ、積層誘電体フィルタ、カプラ、ＬＣフィルタ、「コンデンサ」の区分は、プラ

スチックフィルムコンデンサ、マイカコンデンサを含んでいます。
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２．収益を理解するための基礎となる情報
「会計方針に関する事項」の「収益および費用の計上基準」に記載のとおりです。

３．契約負債の残高
（単位：千円）

当連結会計年度

契約負債（期首残高） 23,195

契約負債（期末残高） 14,678
契約負債は、主に、ノイズフィルタ等の販売において、引き渡し時に収益を認識する販売契約について、支

払条件に基づき顧客から受け取った１か月から２か月分の前受金に関するものです。契約負債は、収益の認識
に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、23,195千円
です。

４．残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額および収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりです。

（単位：千円）
当連結会計年度

１年以内 6,840,422
１年超 471,389
合計 7,311,811

１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 679.08円
２．１株当たり当期純利益 2.10円

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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計 算 書 類
貸借対照表（2022年12月31日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） 千円 （負 債 の 部） 千円

流 動 資 産 7,002,429 流 動 負 債 3,155,584
現 金 及 び 預 金 143,126 電 子 記 録 債 務 519,781
受 取 手 形 67,570 買 掛 金 1,131,290
電 子 記 録 債 権 1,867,605 短 期 借 入 金 494,538
売 掛 金 2,840,359 関 係会社短期借入金 121,117
商 品 及 び 製 品 56,345 未 払 金 269,677
仕 掛 品 126,019 未 払 法 人 税 等 17,334
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 382,405 未 払 費 用 59,272
前 払 費 用 67,462 前 受 金 452
関 係 会 社 短 期 貸 付 金 865,907 預 り 金 92,927
そ の 他 590,611 賞 与 引 当 金 132,806
貸 倒 引 当 金 △4,983 役 員 賞 与 引 当 金 3,720

固 定 資 産 7,025,068 そ の 他 312,665
有 形 固 定 資 産 2,229,552 固 定 負 債 952,757
建 物 807,551 役 員退職慰労引当金 28,922
構 築 物 23,132 繰 延 税 金 負 債 923,835
機 械 装 置 542,705 負 債 合 計 4,108,341
車 両 運 搬 具 51 （純 資 産 の 部）
工 具 器 具 備 品 79,907 株 主 資 本 9,901,288
土 地 750,887 資 本 金 4,256,750
建 設 仮 勘 定 25,316 資 本 剰 余 金 4,238,426

無 形 固 定 資 産 51,873 資 本 準 備 金 1,401,687
ソ フ ト ウ ェ ア 48,500 そ の 他 資 本 剰 余 金 2,836,738
そ の 他 3,372 利 益 剰 余 金 1,407,091

投資その他の資産 4,743,642 利 益 準 備 金 2,500
投 資 有 価 証 券 83,159 そ の 他 利 益 剰 余 金 1,404,591
関 係 会 社 株 式 1,149,929 固定資産圧縮積立金 903
出 資 金 10,803 繰 越 利 益 剰 余 金 1,403,687
関 係 会 社 出 資 金 8,439 自 己 株 式 △978
従業員に対する長期貸付金 5,510 評価・換算差額等 17,868
長 期 前 払 費 用 19,745 その他有価証券評価差額金 17,868
前 払 年 金 費 用 3,412,553
そ の 他 57,990
貸 倒 引 当 金 △4,489 純 資 産 合 計 9,919,157

資 産 合 計 14,027,498 負 債 ・ 純 資 産 合 計 14,027,498
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。
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損益計算書（2022年４月１日から2022年12月31日まで）
科 目 金 額

千円
売 上 高 9,185,521
売 上 原 価 7,497,926

売 上 総 利 益 1,687,595
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,569,641

営 業 利 益 117,953
営 業 外 収 益

受 取 利 息 5,833
受 取 配 当 金 100,973
為 替 差 益 78,234
受 取 賃 貸 料 39,429
そ の 他 14,562 239,032

営 業 外 費 用
支 払 利 息 3,285
賃 貸 費 用 2,413
そ の 他 817 6,516

経 常 利 益 350,469
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 672 672
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 2,483
弁 護 士 報 酬 等 111,502
和 解 金 124,489 238,475

税 引 前 当 期 純 利 益 112,665
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 13,337
法 人 税 等 調 整 額 150,896 164,233

当 期 純 損 失 51,567
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。
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株主資本等変動計算書（2022年４月１日から2022年12月31日まで）
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金
固 定 資 産
圧縮積立金

繰 越 利 益
剰 余 金

2022 年 ４ 月 １ 日
当 期 首 残 高 4,256,750 1,401,687 2,836,738 4,238,426 2,500 1,602 1,608,465

事 業 年 度 中 の 変 動 額

固定資産圧縮積立金の取崩 △698 698

剰 余 金 の 配 当 △153,908

当 期 純 損 失 △51,567

自 己 株 式 の 取 得
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）
事業年度中の変動額合計 － － － － － △698 △204,777
2022 年 12 月 31 日
当 期 末 残 高 4,256,750 1,401,687 2,836,738 4,238,426 2,500 903 1,403,687

株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計利益剰余金
自 己 株 式 株 主 資 本

合 計
その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計利益剰余金

合 計
2022 年 ４ 月 １ 日
当 期 首 残 高 1,612,567 △952 10,106,791 13,604 13,604 10,120,396

事 業 年 度 中 の 変 動 額

固定資産圧縮積立金の取崩 － － －
剰 余 金 の 配 当 △153,908 △153,908 △153,908
当 期 純 損 失 △51,567 △51,567 △51,567
自 己 株 式 の 取 得 △26 △26 △26
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） 4,263 4,263 4,263

事業年度中の変動額合計 △205,476 △26 △205,502 4,263 4,263 △201,239
2022 年 12 月 31 日
当 期 末 残 高 1,407,091 △978 9,901,288 17,868 17,868 9,919,157

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。
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個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．有価証券の評価基準および評価方法
子会社株式 ……… 移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない
株式等以外のもの

……… 時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
り算定）

市場価格のない株式等 ……… 移動平均法による原価法

２．デリバティブの評価基準および評価方法
原則として時価法

３．棚卸資産の評価基準および評価方法
商品及び製品、仕掛品 ……… 総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）
原材料及び貯蔵品 ……… 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）

４．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 ……………… 定額法を採用しています。なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 ２年～40年
機械装置 ２年～８年

無形固定資産 ……………… 定額法を採用しています。なお、主な耐用年数は自社利用のソフトウェア
５年です。

５．引当金の計上基準
貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。
賞与引当金
従業員の賞与の支出に備えるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しています。

役員賞与引当金
役員の賞与の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額を計上しています。
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退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づ

き計上しています。
① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっています。

② 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）によ
る定額法により費用処理しています。
数理計算上の差異は、主として各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理していま
す。
なお、当社においては、年金資産の額が企業年金制度に係る退職給付債務の額を超えているため、
前払年金費用として貸借対照表の投資その他の資産に計上しています。

役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末における要支給額

を計上しています。

６．収益および費用の計上基準
当社グループは「パワーエレクトロニクス事業」および「情報通信事業」の２つを報告セグメントとし
ています。「パワーエレクトロニクス事業」においては、主としてノイズフィルタ、プラスチックフィル
ムコンデンサの製造、販売（製品製造販売）、および電磁波ノイズ測定事業（ノイズテスト）を行ってい
ます。一方の「情報通信事業」においては、主として積層誘電体フィルタ、カプラ、厚膜印刷基板、ＬＣ
フィルタ、マイカコンデンサの製造、販売（製品製造販売）を行っています。
両事業における製品製造販売は、顧客との契約に基づく製品の仕様を満たした状態で顧客への物品の販
売を行うことを履行義務としており、国内取引は、物品の引き渡しが完了し顧客が当該物品に対する支配
を獲得した時点で履行義務が充足されると判断し、また輸出販売は、インコタームズ等に定められた貿易
条件に基づきリスクの負担が顧客に移転した時点で履行義務が充足されると判断し、それぞれその時点で
収益を認識しています。
一方、ノイズテストは、顧客との契約に基づき顧客の要求するノイズテストを行い、その結果を報告す

ることを履行義務としており、テスト終了後にテスト結果レポート等の成果物を顧客に引き渡した時点で
履行義務が充足されると判断し、その時点で収益を認識しています。
各契約における取引価格については、契約に含まれる履行義務ごとに顧客との合意により確定し、取引
価格の事後的な変動はほとんどありません。また、取引の対価は履行義務を充足してから主として４か月
から５か月で受領しており、重要な金融要素は含んでいません。

７．外貨建資産および負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、振当処理を採用しているものを除き、決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理しています。
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８．ヘッジ会計の方法
ヘ ッ ジ 会 計 の 方 法 為替予約取引は振当処理によっています。
ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約取引 外貨建金銭債権
ヘ ッ ジ 方 針

為替予約取引 将来予想される外貨建金銭債権回収に係る為替変動リスクを回避する目的で
為替予約取引を行っており、投機的な取引は行っていません。

ヘッジ有効性評価の方法
為替予約取引 為替相場の変動によるキャッシュ・フローの変動を完全に相殺するものと想

定されるため、有効性の評価は省略しています。

９．退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結

計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっています。

会計上の見積りに関する注記
１．固定資産の減損

当社は、固定資産の減損の判定にあたって、製品群に基づく管理会計上の区分を独立したキャッシュ・
フローを生み出す最小単位とし、グルーピングを行っています。
資産グループに減損の兆候がある場合には将来キャッシュ・フローに基づく減損の判定を行い、減損損失
の計上が必要となる場合には、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失と
して計上します。
当事業年度末において、減損の兆候が存在している資産グループとその理由および将来キャッシュ・フ
ローの見積り方法と見積りに当たって採用した重要な仮定は「連結注記表 会計上の見積りに関する注記
１．固定資産の減損」に記載した内容と同一です。

２．繰延税金資産の回収可能性
当社は繰延税金資産の回収可能性の判断にあたり、取締役会が承認した翌事業年度の予算に過去の予実

乖離率等を勘案しストレスを加味して将来の課税所得（税務上の繰越欠損金控除前）を見積り、向こう１
年間の課税所得（税務上の繰越欠損金控除前）の見積り額の範囲内で回収可能と判断された将来減算一時
差異および税務上の繰越欠損金の控除見込額に対して繰延税金資産を計上しています。
将来の課税所得の見積りに当たって採用した重要な仮定は「連結注記表 会計上の見積りに関する注記

２．繰延税金資産の回収可能性」に記載した内容と同一です。
なお、計算書類に計上している繰延税金資産および繰延税金負債の金額やその発生原因となる将来減算

一時差異等の内訳に関しては、「税効果会計に関する注記」に記載しています。
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貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 6,386,820千円
２．関係会社に対する金銭債権、金銭債務
区分表示されたもの以外で関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりです。
短期金銭債権 514,858千円
短期金銭債務 644,682千円

３. 期末日満期手形等
期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理しています。なお、当事業年度
の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が期末残高に含まれています。
受取手形 5,735千円
電子記録債権 44,831千円

損益計算書に関する注記
１．関係会社に対する取引高
営業取引高 売上高 133,990千円

仕入高 5,245,467千円
その他 2,679,870千円

営業取引以外の取引高 587,511千円

２．弁護士報酬等
弁護士報酬等の内容は次のとおりです。
米国におけるフィルムコンデンサ取引に関する集団民事訴訟については和解が成立しましたが、集団民

事訴訟から離脱した一部企業の個別民事訴訟に対応するための弁護士報酬等です。

３．和解金
和解金の内容は次のとおりです。
2014年11月に米国で提起されたフィルムコンデンサに係わる訴訟は、フィルムコンデンサを購入した

とする原告らの主張の根拠となる事実が存在しないとして訴訟活動を尽くしてきましたが、訴訟の長期化
による費用負担が今後の業績に与える影響などを総合的に勘案した結果、和解により早期に解決すること
が最善の策であると判断し、前事業年度までに集団民事訴訟２件と集団民事訴訟から離脱した個別訴訟２
件の和解を行いました。
当事業年度の2022年12月に新たに原告４社と和解合意に至ったため124,489千円を和解金として計上

しています。

株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類および株式数 普通株式 1,569株
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税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金 39,274千円
未払社会保険料等 5,828
未払事業税 3,989
役員退職慰労引当金 8,732
減価償却超過額 4,203
投資有価証券評価損 40,664
関係会社株式評価損 77,584
減損損失 47,551
税務上の繰越欠損金 843,333
その他 10,332

繰延税金資産小計 1,081,490
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △794,642
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △172,315

評価性引当額小計 △966,957
繰延税金資産合計 114,533

繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 △391千円
その他有価証券評価差額金 △7,727
前払年金費用 △1,030,250

繰延税金負債合計 △1,038,368
繰延税金資産（負債）の純額 △923,835

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 30.2％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 2.8
配当金等永久に益金に算入されない項目 △26.1
住民税均等割 11.0
評価性引当額の増減（繰越欠損金の期限切れの金額を含む） 131.4
その他 △3.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率 145.8
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収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益および費用の計上基準」に記載のとおりです。
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関連当事者との取引に関する注記
子会社等

種類 会社等の
名 称

議決権等の
所有（被所
有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

子会社 双信デバイス
株 式 会 社

(所有)
直接100.0%

同社製品の購
入および原材
料 の 有 償 支
給、資金の貸
付、土地建物
の賃貸

原材料の有償支
給等 1,985,469 そ の 他

（流動資産） 327,630

土地建物の賃貸 21,537

資金の貸付 843,000 関係会社
短期貸付金 688,000

同社製品の購入 2,851,003 買 掛 金 305,160

子会社 双信パワーテック
株 式 会 社

(所有)
直接100.0%

同社製品の購
入および原材
料 の 有 償 支
給、資金の貸
付、土地建物
の賃貸

原材料の有償支
給 420,583 そ の 他

（流動資産） 69,295

土地建物の賃貸 17,892

資金の貸付 188,000 関係会社
短期貸付金 123,500

同社製品の購入 761,596 買 掛 金 105,275

子会社 立 信 電 子
株 式 会 社

(所有)
直接100.0%

同社製品の購
入および原材
料 の 有 償 支
給、資金の借
入

資金の借入 20,000 関係会社
短期借入金 20,000

子会社 双信エレクトロニクス
マレーシア

(所有)
直接100.0%

当社製品の販
売、同社製品
の購入および
原材料の有償
支給、資金の
貸付

原材料の有償支
給 256,037 そ の 他

（流動資産） 75,780

資金の貸付 115,389 関係会社
短期貸付金 54,407

同社製品の購入 1,597,494 買 掛 金 185,277

子会社 双信電子（香港）
有 限 公 司

(所有)
直接100.0%

当社製品の販
売支援、資金
の借入

資金の借入 － 関係会社
短期借入金 101,117

（注）１．価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案し交渉の上決定しています。
２．双信デバイス株式会社、双信パワーテック株式会社、双信エレクトロニクスマレーシアに対する資金
の貸付は、運転資金や設備の購入資金等として当社が貸付けているものであり、市場金利を勘案して
利率を合理的に決定しており、担保は受け入れていません。

３．立信電子株式会社、双信電子（香港）有限公司からの資金の借入は、運転資金等として当社が借入れ
ているものであり、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、担保は差し入れていません。
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１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 580.04円
２．１株当たり当期純損失 3.02円

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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監 査 報 告 書
連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年２月13日

双信電機株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 水 上 圭 祐
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 佐 瀬 剛

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、双信電機株式会社の2022年４月１日から

2022年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、双信電機株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の
財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されて
いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算

書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
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計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成するこ

とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能
性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関
連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内
容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ
適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して
責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又
は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2023年２月13日
双信電機株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 水 上 圭 祐
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 佐 瀬 剛

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、双信電機株式会社の2022年４月１日

から2022年12月31日までの第81期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査
を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類

等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、
並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又
は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。
以 上
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監査等委員会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2022年４月１日から2022年12月31日までの第８１期事業年度にお
ける取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり
報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締
役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい
て取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況についてインターネット等を経由した
手段も活用しながら、定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明すると
ともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の
上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所
において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締
役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告
を受けました。
②事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項については、
その内容について検討を加えました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す
るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基
準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必
要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び
に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、
指摘すべき事項は認められません。
④事業報告に記載されている親会社等との取引について、指摘すべき事項は認められま
せん。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。
（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

2023年２月16日
双信電機株式会社 監査等委員会
常勤監査等委員 川 澄 晴 雄 ㊞
監 査 等 委 員 小 林 茂 雄 ㊞
監 査 等 委 員 鈴 木 欽 哉 ㊞
監 査 等 委 員 陳 明 清 ㊞

注）監査等委員 川澄晴雄、小林茂雄及び鈴木欽哉は、会社法第２条第15号及び第331条第
６項に規定する社外取締役であります。

以 上
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、本株主総会当日
のご来場につきましては、開催日時点の感染状況やご自身の体調
をご勘案のうえ、ご検討いただきますようお願い申しあげます。
また、ご来場株主様へのお土産は、本年より廃止いたします。

株主総会会場のご案内図

東京都港区高輪３丁目13番１号
グランドプリンスホテル高輪
２階 「桜花」
電話 03－3447－1111

交通機関
＊ＪＲ線・京浜急行線
品川駅（高輪口）下車 徒歩８分

＊都営地下鉄浅草線
高輪台駅（Ａ１出口）下車 徒歩６分

専用の駐車場がございませんので、お車
でのご来場はお控えいただき、公共の交
通機関をご利用くださいますようお願い
申しあげます。




